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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
　2025年６月25日に提出いたしました第63期（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）有価証券報告書について、

金融商品取引法第24条第６項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第17条第１項により添付することとされている書

類のうち、定款の添付漏れがありましたので、これを添付するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであり

ます。

 

２【訂正事項】
添付書類「定款」の未添付

 

３【訂正箇所】
添付書類「定款」の添付
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